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１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成24年６月26日に提出いたしました第１期（自　平成23年10月３日　至　平成24年３月31日）有価証券

報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正

報告書を提出するものであります。

　

２ 【訂正事項】

　第一部 企業情報

　　第４ 提出会社の状況

　　　６ コーポレートガバナンスの状況等

　

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は＿を付して表示しております。

　

第一部 企業情報

　第４ 提出会社の状況

　　６ コーポレート・ガバナンスの状況等

（訂正前）

　(1) コーポレート・ガバナンスの状況

　　　　 （省略）　

　①  企業統治の体制

イ　企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由

当社における企業統治の体制は監査役制度を採用し、社外監査役２名を含む４名の監査役に

より監査役会が構成されている。12名の取締役による取締役会は取締役会長が議長を務め、取締

役並びに監査役が参加し毎月定例的に開催し、活発な議論のうえ意思決定を行っている。この枠

組みの中で執行役員制度を導入し、経営の「意思決定機能」及び業務執行の「監督機能」と

「業務執行機能」を分離し、迅速な意思決定と効率的な業務執行の体制を構築するとともに役

割と責任を明確化して、コーポレート・ガバナンスの充実とそれぞれの機能強化を図っている。

さらに取締役会長並びに常務以上の執行役員によって構成される経営会議を原則毎月２回定例

的に開催し、経営戦略の策定や事業推進の是非等について十分協議している。また業務の適法性

と効率性を確保する経営管理を目的とし、社内規程に基づき内部統制システムを整備するとと

もに、内部統制推進部を設置して当該システムの実効性、妥当性の監査を行っている。

　（省略）
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（訂正後）

　(1) コーポレート・ガバナンスの状況

 　　　　（省略）　

　①  企業統治の体制

イ　企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由

当社における企業統治の体制は監査役制度を採用し、社外監査役２名を含む４名の監査役に

より監査役会が構成されている。12名の取締役による取締役会は取締役会長が議長を務め、取締

役並びに監査役が参加し毎月定例的に開催し、活発な議論のうえ意思決定を行っている。この枠

組みの中で執行役員制度を導入し、経営の「意思決定機能」及び業務執行の「監督機能」と

「業務執行機能」を分離し、迅速な意思決定と効率的な業務執行の体制を構築するとともに役

割と責任を明確化して、コーポレート・ガバナンスの充実とそれぞれの機能強化を図っている。

さらに取締役及び常務以上の執行役員によって構成される経営会議を原則毎月２回定例的に開

催し、経営戦略の策定や事業推進の是非等について十分協議している。また業務の適法性と効率

性を確保する経営管理を目的とし、社内規程に基づき内部統制システムを整備するとともに、内

部統制推進部を設置して当該システムの実効性、妥当性の監査を行っている。

　（省略）

　
以上
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